
 

『こどもの権利
け ん り

』をしっていますか？ ⑤ 

『こどものけんりじょうやく』の４つのげんそく（きほんてきなかんがえかた）のうち、さいごの４つ目は、

「こどものいけんをたいせつにすること」です。 

こどもは、じぶんにかんけいのあるすべてのことについて、じゆうにいけんをいうことができ、大人
お と な

は

そのいけんをこどもの年れいやせい長
ちょう

に合
あ

わせて、しっかりとたいせつにする、というげんそくです。 

たとえば、まいにちのせいかつのことや、ならいごと、いえでのルールをきめるときなど、あなたの 

いけんがたいせつにされるけんりがあります。 

また、学校
がっこう

のルールやこうえんなど、こどものいけんをきいて、いっしょにつくっているところもあり

ます。 

しかし、かんちがいしないでほしいのは、こどものいうことすべてを大人
お と な

にもとめているのではない

ということです。 

こどものいけんと大人
お と な

のいけんがちがったときは、おたがいのいけんやきもちをたいせつにしながら、

たくさんはなしあい、おたがいがなっとくできることがたいせつです。 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

あたらしい年をむかえ、みなさんは、どんな年に 

しようか、かんがえましたか？ 

『こども・ほっとそうだん』では、みなさんが生まれ

ながらにしてもっている、こどものけんりをたいせつ

にし、どんなおはなしでもひみつをまもって 

きいています。みなさん一人ひとりの 

こうなったらいいなをきかせてね。 

こども・ほっとそうだん 

そうだんほうほう 

 

でんわ 
会
あ

ってそうだん 

（よやくしてね） 

てがみ 

☎ 048-423-4120 

せんもんのそうだんいんは水よう日・金よう日 

午前
ご ぜ ん

9時
じ

30分
ふん

～午後
ご ご

4時
じ

30分
ふん

 ※祝日
しゅくじつ

、年末
ねんまつ

年始
ね ん し

はおやすみです。 

月よう日～金よう日 午前
ご ぜ ん

8時
じ

30分
ふん

～午後
ご ご

5時
じ

15分
ふん

もでんわできます。 
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そうだんフォーム 

 

🄫むさしのフロントあさか 

四
つ
目 

 

 

 

そうだん 
フォーム 


